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令和７年度(2025)   園 児 募 集 要 項 
                                社会福祉法人 和順福祉会 

風越こども未来園 羽場こども未来園 

①募集人員 

   【3号認定】未満児 ０歳児(３ヶ月より応談)・１歳児・２歳児 

   【2号認定】年少３歳児  年中４歳児  年長５歳児 

   【１号認定】満３歳児 年少３歳児  年中４歳児  年長５歳児 

 

②入園見学会 

   風越こども未来園１０月１５日(火)午前９時より 

   羽場こども未来園１０月１６日(水)午前９時より 

 

③入園説明会(風越・羽場合同開催) 

   １０月１９日(土) 午前１０時より 場所／風越こども未来園 

 

④申込書提出受付 

   11月１日(金)～１１月２９日(金)までに希望園へご提出下さい。 

 

⑤書類審査 

書類等に不備がある場合は、市の子育て支援課から直接連絡があります。 

        

⑥一日入園及び入園準備説明会(風越・羽場合同開催) 

      ３月１日(土) 午前１０時より 場所／風越こども未来園 

 

⑦入園式  一日入園時にご案内いたします。 

 

１．施設の概要 

種別 幼保連携型認定こども園 

名称 風越こども未来園 

所在地 長野県飯田市丸山町2丁目6728番地 

連絡先 
TEL0265-22-2389 

Fax0265-53-1139 

利用定員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 ― 人 ― 人 ― 人 5人 5人 5人 15人 

２号・３号 10人 18人 20人 20人 20人 20人 108人 

合計 10人 18人 20人 25人 25人 25人 123人 

 

種別 幼保連携型認定こども園 

名称 羽場こども未来園 

所在地 長野県飯田市白山通り3丁目351-2番地 

連絡先 
TEL0265-23-1388 

Fax0265-23-1398 

利用定員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 ― 人 ― 人 ― 人 2人 2人 2人 6人 

２号・３号 6人 9人 10人 15人 15人 15人 70人 

合計 6人 9人 10人 17人 17人 17人 76人 

 

保育理念 ｢親子共育 おやこともいく｣ 親と子が共に成長する 

保育方針 知育(あたま)・徳育[情](こころ)・体育(からだ)の三位一体の総合教育を掲げ、バランスある成

長ができるよう『人生の根っこ』の育成につとめる。 

保育環境 経営母体である仏教保育園として宗教的雰囲気を基調とし礼拝や各種行事を通し豊かな情操
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保育目標 

が生まれ、素直で思いやりのある感謝の気持ちを持つ子を育てる。 

①明るく めぐみに感謝しいのちを大切にするこども 

②正しく よく考えて力いっぱい最後までやりとげるこども 

③仲よく 健康で生き生きと仲よくあそべるこども 

保育方法 ｢たくさんの経験と主体性」 

総合幼児教育研究会のカリキュラムに添ってリズムとテンポと繰り返しによりたくさんの経験

と幼児の主体性を尊重する 

その他の方法 子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。 

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努める。 

子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修

を実施する等の措置を講ずるよう努める。 

 

２．利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】 

開園日 月曜日～金曜日 

保育時間 教育標準時間 午前９時００分～午後３時００分（６時間） 

預かり保育 保育時間 
朝：８時～９時 

夕：３時～４時 

休業日 

日曜日・土曜日・祝日 

夏休み（７月３０日～８月２０日） 

冬休み（１２月２９日～１月７日） 

春休み（卒園式の次の日～入園始園式前日まで） 

 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

開園日 月曜日～土曜日 

保育時間 
保育標準時間 午前８時００分～午後７時００分（１１時間） 

保育短時間 午前８時００分～午後４時００分（８時間） 

延長保育 

保育標準時間 
朝：７時～８時 

夕： 

保育短時間 
朝：７時～８時 

夕：４時～７時 

保育設定時間 
月～金曜日 午前９時００分～午後４時００分 

土曜日 自由登園縦割り保育 

休業日 

日曜日・祝日 

お盆休み（８月１３日～８月１６日） 

年末年始（１２月２９日～１月４日） 

年度末休み（年度末の２日間） 

 

※利用時間一覧

 
 

教育時間認定(１号) ※ 預かり保育

※当園準備時間(無料)

保育短時間認定(２･３号) 早朝延長保育 延長保育

保育標準時間認定(２･３号) 早朝延長保育 　

　

　

預かり保育

利用時間(８時間)

利用時間(６時間) 預かり保育

延長保育

利用時間(１１時間)

７：００ ８：００ ９：００８：３０ １９：００１６：００１５：００
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３．提供する特定教育・保育の内容 

 子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、利用子どもの

心身の状況等に応じて、特定教育・保育を下記を基に提供します。 

 

 幼児期のこどもたちは、身体的にも知的にもすさまじい勢いで伸びる力を蓄えています。その証拠に常に動きまわ

り、なんでもかんでも、見たがり、さわりたがり、のぞきたがり、はなしたがる、そういう体と頭のうごきの、目まぐ

るしい時期なのです。 

脳科学の進歩により脳の仕組みや働きが近年より解明され、乳幼児教育についても見なおされています。真実の幼児

教育はいかにあるべきかを問われている現状、頭・心・体（知育・徳(情)育・体育）のバランスある成長を願わずには

いられません。 

この大切な幼児期、１対１では味わえない集団生活の魅力を十分に与えてやり、豊かな環境設定と豊かなはたらきか

けをもって、毎日ほんのわずかな時間のくりかえしで、いろいろな能力を育てることが、この幼児期ならばこそ可能で

あることを信じて日々、保育を進めています。 

親子共育 

保育園で得た知的生活体験や環境を家庭(卒園後)で自信(確信)を持って継続していき、将来子どもが自分の力で力

強く生き抜く力が持てるよう、子どもの将来に責任を持って育児する。(育児力) そのために園では安心して子育

てできるよう家庭(母親)を支援する。 

 

 

４．利用料等 

１ 教育・保育の提供における便宜に要する費用（令和６年度 参考） 

項 目 金 額 

① 主食費（１号・２号） 月額  1,000円 
6,000円 

② 副食費（１号・２号） 月額  5,000円 

③ 制服･帽子(夏冬)･かばん･上靴（１号・２号） 一式    20,850円  

④ 運動着上下(夏冬)（１号･２号･３号の2歳児） １セット  9,770円 

⑤ 教材協力費（１号･２号･３号） 月額    1,500円  

⑥ 絵本代（１号･２号･３号の2歳児） 月額(各学年) ５00円 

⑦ 保護者会費 月額 300円(弟妹100円) 

 

２ 保育認定子どもの延長保育に係る費用 【月額】（令和６年度 参考） 

項 目 時 間 １号 ２号 ３号 

① 早朝延長保育 7:00～8:00  1,500円 2,000円 

7:00～8:30 2,000円   

② 1号預かり保育 15:00～16:00 3,500円   

 

③ 保育短時間 

延長保育 

4:00～4:30 2,500円 2,500円 3,000円 

4:30～5:00 3,500円 3,500円 4,000円 

5:00～5:30 4,000円 4,000円 4,500円 

5:30～6:00 4,500円 4,500円 5,000円 

6:00～6:30 5,000円 5,000円 5,500円 

6:30～7:00 5,500円 5,500円 6,000円 

④ 月契約以外の利用料 1,000円／1時間 

 

３ 在園児以外の一時預かりに係る費用 （令和６年度 参考） 

利用対象者 当園に入園していない就学前乳幼児 

利用時間 9:00～16:00 

 

⑤ 利用料 

 

1時間～7時間     750円／1時間 

1日(9:00～16:00)  5,250円／日額 

昼食代／別途250円 おやつ代／別途50円  

利用時間外の利用料 1,000円／１時間 

市外在住者 上記金額の1.5倍額の利用金額 
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４ １号認定子どもの預かり保育に係る費用 

項 目 金 額 

⑥ 教育・保育を提供する日 上記２を適用 

⑦ 土曜日 夏休み 冬休み 春休み 上記３を適用 

 

 

5．利用の開始及び終了に関する事項 

利用者の内定 

【１号認定子ども】 

利用定員を超える入園の申込みがあった場合は、次の方法により選考を行い、管

理者が入園者を決定する。 

① 兄弟姉妹が在園している者は優先し決定する 

② その他の者は面接により選考し決定する 

③ 当園の保育理念に基づき決定する 

【２号・３号認定子ども】 

市が行う利用調整により決定する 

利用決定 利用契約書の締結による 

退園理由 

１号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

保護者から退園の申出があったとき 

利用継続が不可能であると市が認めたとき 

その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

 


